
七五三衣裳
あんしんサービスのご案内

七五三衣裳あんしんサービスとは、
当社の貸衣裳等をご利用の際、事前に本サービスにお申込みいただいていれば、

商品を破損、汚損された場合でもお客様に損害賠償を請求しないサービスです。（任意申込み）
安心して七五三当日をお過ごしいただくためにもぜひご検討ください。

サービス対象

1.衣裳の汚損全般　2.衣裳の破損全般

対象商品

よくある質問

乃木神社・乃木會館での利用 その他会場での利用

人生儀礼（七五三） 3,300円 4,400円
※付随小物については、上記安心補償料に含みます。※すべて税込表記です。

七五三当日を、安心してお過ごしいただくために

MI21253

衣裳あんしんサービスで補償されないケース

汚損・破損の原因が故意である場合

…わざと汚したり破ったり等
　【例】衣裳を着たまま、海やプールに入った

紛失した場合

…盗難にあった・紛失等
　【例】レンタル中の衣裳がなくなった

用途を偽ってあんしんサービスにお申込みの場合

…利用場所を偽って申込み等
　屋外利用なしと偽って申込みをした

Q 販売商品は対象になりますか？ A レンタル商品のみが対象となり、販売品は対象外です。

Q 小物は対象になりますか？ A レンタル衣裳の付随商品は対象です。オプション小物・販売小物は対象外です。

Q 破損などがなかった場合、
　 補償料は戻ってくるのでしょうか？

A 本制度はもしもの場合に損害賠償を免除する制度のため、
　 事故の有無にかかわらずご返金はございません。

Q 衣裳あんしんサービス申込みのタイミングは？ A 原則レンタル衣裳のお申し込み時にお受けいたします。
　 ※ご利用日の14日前までにお申し込みください

Q 衣裳あんしんサービスに入っていないと、
　 どういった場合に損害賠償を
　 請求されるのでしょうか？　　   　　

A 故意、過失に関わらず、通常のクリーニングで落ちない汚れや、
　 破損がある場合にご請求いたします。
　 ご請求額は最大で衣裳レンタル代金といたします。

衣裳を触っていて壊してし
まった等、撮影中や待ち時
間に生じた小物のトラブル

裾部分の引きずりや転倒な
ど、思いがけない出来事に
より生じた衣裳の汚れ

補償
◎

補償
◎

補償対象の一例

東京都港区赤坂8-11-27 1F　03-3478-4381（直通） 
10:00～19:00 　火・水定休　

乃木會館 衣裳室

あんしんサービス料


